


監査結果報告 

 
佐世保市監査委員監査基準に従い、監査を実施したので報告する。 

 

１ 監査の種類 財務監査（定期監査） 

２ 監査の対象 教育委員会 教育機関 

小学校（柚木、大野、皆瀬、中里、相浦（高島分校含む）、 

相浦西（大崎分校含む）、日野） 

中学校（大野、中里、相浦、日野） 

義務教育学校（浅子、黒島） 

 

３ 監査の期間 令和７年１０月２４日（金）～令和８年１月２１日（水） 

４ 監査の着眼点 

⑴ 収入事務は適正か。 

⑵ 支出事務は適正か。 

⑶ 契約事務は適正か。 

⑷ 財産管理事務は適正か。 

 

５ 監査の実施内容 

令和７年度に執行された財務に関する事務が、法令等に基づき、適正に行われている

か関係書類を抽出して調査を行い、また、担当職員の説明を聴取するなどの方法により

実施した。 

 

６ 監査の結果 

 上記、記載のとおり監査した限りにおいて、財産管理事務につき、別記のとおり改善

を要する事項が見受けられた。その事項を除き、重要な点において、監査の対象となっ

た事務は法令等に適合し、正確に行われていた。 

 なお、軽易な事項については記述を省略した。 

  

 

 

 

  



〔別 記〕 

【指摘事項】（改善を要する事項） 

１．財産管理事務 

①  職員の駐車場使用において、佐世保市職員等の駐車場使用に関する要綱第 4条及び学校職員等の駐

車場使用に関する運用方針 3で「職員駐車場を借受けようとする者は、学校様式 2「職員駐車場借受

申請書」を学校職員においては各学校長に、…提出するものとする。」と規定されているにもかかわ

らず、同書を提出させていなかった。 

（相浦西小学校） 

 

職員駐車場に関する要綱等を認識し、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


